
●8月１日は、年に一度の被保険者証の更新日です
　更新に伴い、現在、後期高齢者医療制度に加入しておられる方全員の被保険者
証が新しくなります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留郵便で発送します。

●8月１日からは、今お持ちの被保険者証は使えません
　8月1日以降は、新しい被保険者証をお使いください。
　（有効期限をお確かめください）

　後期高齢者医療制度の被保険者の方に、令和3年度の1年間の保険料や、
お支払いの方法についての通知書を、7月中に送付します｡

●保険料の計算のもとになるのは
　令和3年度の保険料は、令和2年中の所得にもとづいて計算されます。

●保険料の支払方法は
　通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されている方は、その金額を年金から直接お支払いいただきます。
　「普通徴収」の欄に金額が記載されている方は、納付書か口座振替でお支払いいただきます。

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

◆問い合わせ先　住民課　保険年金担当　　　　　☎0748-52-6584　または
　　　　　　　　滋賀県後期高齢者医療広域連合　☎077-522-3013　HP：http://www.shigakouiki.jp/

8月1日から有効の新しい被保険者証を7月にお送りします

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」とは
　医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得
者の方は「限度額適用認定証」を提示すると、同一医療機関での窓
口負担が、ひと月の限度額までとなります。

●対象となる方
・限度額適用・標準負担額減額認定証
　令和3年度の住民税（町・県民税）が世帯全員非課税の方
・限度額適用認定証
　令和3年度の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方

●手続き方法
　①昨年から引き続き対象の方
　　新しい被保険者証に同封して郵送いたします。（申請手続きは
不要です）

　②対象となる方で認定証をお持ちでない方
　　被保険者証と個人番号（マイナンバー）がわかる書類をご持参
のうえ、住民課保険年金担当で申請してください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、
「限度額適用認定証」を更新します

　保険料の均等割については、これ
まで法令に基づく軽減（本則）に特
例的に上乗せして軽減を行ってきま
した。
◆令和元年度から段階的に見直しを
行っており、令和３年度が見直し
の最終年度となります。
◆令和３年度は、令和２年度に軽減
特例の対象だった方（7.75割軽減
該当）について、本則どおり７割
軽減となります。

　詳しい案内は、保険料額決定通知
に同封して７月に郵送します。

保険料の軽減特例
を見直します

令和3年度の 保険料をお知らせします

薄橙色（びわ色）
になります
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８
月
１
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
が

新
し
く
な
り
ま
す
！

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）

被
保
険
者
証
は
8
月
に
更
新

と
な
り
ま
す
の
で
、
有
効
期

限
が
令
和
3
年
7
月
31
日

と
な
っ
て
い
る
被
保
険
者
証

（
紫
色
）は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
8

月
1
日
か
ら
ご
使
用
い
た
だ
く
被
保
険
者

証（
桃
色
）
を
7
月
中
に
簡
易
書
留
郵
便

で
発
送
し
ま
す
の
で
、
病
院
な
ど
へ
行
か

れ
る
際
は
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
お
手
元
に
届
い

て
い
な
い
場
合
や
、
住
所
・
氏
名
な
ど
に

変
更
が
あ
る
場
合
は
、
す
み
や
か
に
住
民

課
保
険
年
金
担
当
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○ 

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
せ
ん
か

　

社
会
保
険
な
ど
、
別
の
保
険
証
を
お
持

ち
の
方
に
国
保
の
被
保
険
者
証
が
届
い
て

い
る
場
合
は
、
国
保
の
資
格
喪
失
の
手
続

き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
な
ど
の
保
険
証
、
個
人
番
号

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
わ
か
る
書
類
、
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
の
う
え
、

住
民
課
保
険
年
金
担
当
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

○ 

古
い
被
保
険
者
証
を
回
収
し
て
い
ま
す

　

古
い
被
保
険
者
証
は
役
場
で
回
収
を
し

て
い
ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
被
保
険
者
証

の
み
を
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
ポ
ス
ト
へ

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

令
和
3
年
10
月（
予
定
）
か
ら
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険
証
と
し
て

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
え
ば
、
就

職
や
転
職
、
引
越
し
を
し
て
も
保
険
証
の

切
り
替
え
を
待
た
ず
に
カ
ー
ド
で
受
診
が

で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健

康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
は
事

前
に
登
録
が
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
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国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
！

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理
由
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
ま
た

は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
保
険
料
申
請
免
除
制
度

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承

認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一
部

が
免
除
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則

と
し
て
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
で
す
。

※  

保
険
料
の
一
部
が
免
除 

（
4
分
の
1
免

除
、
半
額
免
除
、
4
分
の
3
免
除
）に

な
る
方
は
、
免
除
に
該
当
し
な
か
っ
た

部
分
の
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
未

納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
制
度

　
50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申

請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
承
認
期
間
は
、
原
則
と

し
て
7
月
か
ら
翌
年
6
月
ま
で
で
す
。

　
ま
た
、
令
和
2
年
度
に
保
険
料
の
全
額

免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
さ
れ
た
方
で
、
申

請
時
に
翌
年
度
以
降
も
引
き
続
き
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ

た
方
は
、申
請
手
続
き
が
不
要
で
す
。（
退

職
や
被
災
等
の
特
別
な
事
情
で
承
認
さ
れ

た
場
合
や
世
帯
構
成
等
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
改
め
て
申
請
手
続
き
が
必
要

で
す
）

③
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
方
で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
一

定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間
は
、
原
則
と
し
て
4
月
か
ら
翌

年
3
月
ま
で
で
す
。

◆
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い
合
わ
せ
先
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民
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※  

各
種
申
請
の
手
続
き
は
申
請
月
の
2

年
1
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請

で
き
ま
す
。

※  

手
続
き
に
は
、
年
金
手
帳
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
な
お
、
会
社
等
を
退
職
さ
れ

た
方
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

を
、
学
生
納
付
特
例
を
申
請
さ
れ
る

方
は
学
生
証
を
併
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ
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